
日本の酪農乳業における
マテリアリティ※の選定について
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注）「マテリアリティ」とは、企業や組織が優先して取り組んでいく「重要課題」のこと。
ステークホルダー（例：従業員、投資家、取引先、消費者、行政といった企業の利害関係者）に対して、

「わが社・わが組織は、このような理由から、こういった課題を重視している」と伝えるもの。

202４年９月１８日

一般社団法人Ｊミルク

第２回理事会



コロナ過以降、様々な環境が変化し、作業部会で推進しようとしていた行動計画の具体化にも一部を除いて遅れや停滞が生じている状況

Jミルク理事会
(『戦略ビジョン(提言)』策定)

2019年
10/18

酪農乳業SDGs推進ＷＴ

環境対策作業部会

①AW、②労働環境、③人権

①GHG排出量削減、②糞尿の適切な処理と活用

【戦略ビジョンの目的】
わが国酪農乳業の将来世代に展望ある持続可能な産業の未来を受け渡すために、今後、関係者

が目指すべき持続可能な酪農乳業のあるべき姿、連携して対応すべき戦略視点、協働行動・政策
支援の方向性の明確化
【戦略ビジョンを構成する主な内容】

①酪農乳業を巡る環境分析（不安定な需給、深刻化する世界の食料、持続可能性への要求等）
②持続可能な発展のための３つの戦略視点（成長性、強靭性、社会性）

戦略視点を支えるために求められる行動特性（未来志向、多様性理解、自律性）
③29の行動計画（酪農乳業界で取り組むべきこと、国へ要請すること）
④30年度生乳生産目標（全国775～800万ｔ）
⑤戦略ビジョン推進のための環境整備と実行管理・当面の行動

社会経済作業部会
①家族酪農の安定と発展、②地域社会への貢献

【戦略ビジョン推進特別委員会の主な役割】
■行動計画の推進のための実行策の検討、進捗把握、効果検証、改善提案等
■「酪農乳業産業基盤強化特別対策事業」の運営

【戦略ビジョン策定後に起こった主な環境変化】
①20年：新型コロナによる全世界的な影響と日本の生乳需給の緩和 （※策定前：需給ひっ迫、生乳増産の必要性）
②21年：みどりの食料システム戦略、AW・人権等行政主導の持続可能な農業転換への動き（※策定前：行政の動きは弱かった）

：Jミルクが日本の酪農乳業の代表として国際組織「DSF」に加盟、マテリアリティの設定・報告が義務に。
③22年：ロシアのウクライナ侵攻を発端とした食料不足と資源エネルギー価格急騰（※経済的な面から、持続可能性の危機に）

酪農生産作業部会

【当
面
の
課
題
】

2021年

【酪農乳業SDGs推進WTの目指したもの】
３つの作業部会の課題に対する「目標」やその基準を満

たすために活動を進める「行動指針（最終的には３つの作
業部会の統合行動指針）」の作成等

※10/23に農林水産大臣への要請

2023年

戦略ビジョン検証
を実施

2020年
8/5
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第1回戦略ビジョン推進特別委員会

1．日本の酪農乳業の持続可能性への取り組み経過（2019年～）

2024年 9/18の理事会で、①マテリアリティ設定、②①も踏まえた改訂版戦略ビジョン策定を目指し、「戦略ビジョン推進特別委員会」を中心に協議。
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２－1．マテリアリティ設定の手順①②

１．Jミルク担当者が、日本の酪農乳業の持続可能性の向上に必要な課題を抽出（117個）し、整理（117個⇒36個）

（１）DSFが推奨している手法等を参考に、以下の①～⑥を参考に課題を抽出（合計117個：下記①11個＋「②～⑥」106個）

（２）①とそれ以外(②～⑥)に分け、「②～⑥」から①と同等と思われるものを①のカテゴリーの中に整理
（３）①に属さない課題は、同等と思われる課題同士を同じカテゴリーの中で整理し、それらの課題を包括する新たな課題を設定
（４）(1)～(3)のプロセスを経て、担当者の段階として36個（①11個＋それ以外25個）の課題＝マテリアリティ（案）の候補を設定

①DSFの持続可能性に係る11の評価項目
②Ｊミルクの戦略ビジョン推進特別委員会で議論してきた課題
③みどりの食料システム戦略、持続可能な畜産物生産の在り方検討会の中間取りまとめ
④Ｊミルクの目的（定款）、「戦略ビジョン」に記載された産業のあるべき姿（＝行動計画）、酪農乳業の構成要素・使命
⑤GRIスタンダード、SASBスタンダード
⑥先行して設定していた、大手乳業３社（明治・森永・雪印メグミルク）のマテリアリティ

〇「日本の酪農乳業のマテリアリティ候補に係るＪミルク事務局内会議」を開催［出席者：常勤役員2名、事務局長、各G長5名］。
上記の36個のマテリアリティ（案）候補について、削減・追加・修正等を検討。
マテリアリティ（案）の候補を36個から24個（[1]11個＋それ以外13個）に絞り込み。

＜マテリアリティ（案）の候補から除外した課題の主な理由＞
■他の候補と重複する項目（一方を削除するか、又は同様な項目をくっつけて修正）
■国が主導で実施しているもの
■個別の企業や組織等で当然のこととして実施すべきと思われるもの

２．Jミルクの事務局段階で、マテリアリティ（案）候補を整理（36個⇒24個）《24年3月26日》



（１）戦略ビジョン推進特別委員（14人）による点数付け
戦略ビジョン推進特別委員各々が、24個のマテリアリティ（案）候
補各々に対して、以下の２つ観点で「1点～5点の5段階評価」で理由
を付して点数付けを行った。

①日本の酪農乳業界に対する影響度
■当該課題が、業界内の経済性に影響するか
5：著しく 4：とても 3：影響する 2：やや １：影響しない

②ステークホルダーに対する影響度
■当該課題が、（社会の一部を構成する）酪農乳業界として
「責任を果たすべきものか？」「生活者の価値の向上やより良い社
会づくりに貢献できるものか」「解決を期待されているものか」

（２）点数付けの平均値の算出
(1)の平均値を各課題毎に算出した。
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２－2．マテリアリティ設定の手順③④

３．24個のマテリアリティ(案)候補の「酪農乳業界」及び「社会（ステークホルダー）」に対する影響度の評価。《5月》

注）ピンク色セルは、業界への影響度、ステークホルダーへの影響度共に3.0点超え

業界 SH

１．DSF11評価項目 3.0 3.1

(1) 温室効果ガス（温室効果ガス排出量の削減） 3.4 4.1

(2) 土壌養分（施肥等による土壌養分の管理） 2.6 2.5

(3) 土壌の品質と保持（最適な生産性が得られるような土壌保全） 2.9 2.4

(4) 水の利用可能性と水質（水の使用効率と水質の管理） 2.7 2.9

(5) 生物多様性（生物多様性の保全・回復・改善） 1.7 2.1

(6) 労働条件（労働者の安全と権利の確保） 3.6 3.6

(7) アニマルケア（AW等に配慮した飼養管理） 3.1 3.3

(8) 廃棄物（廃棄物の削減や再利用・再資源化） 2.5 2.9

(9) 市場開発（生産者に対する牛乳乳製品市場の機会と課題の情報提供） 2.9 2.7

(10) 農村経済（農家が持続可能な生産を出来るような乳代の確保） 4.2 3.3

(11) 製品の安全性と品質（牛乳乳製品の安全性と品質の確保） 3.7 4.4

２．DSF11評価項目以外 3.0 3.0

(1) （安全・安心、良質な）牛乳乳製品の安定的な提供 3.7 3.9

(2) 食生活・健康への貢献 2.9 3.5

(3) 地域社会への貢献と阻害 2.8 3.3

(4) 環境変化への適応力の強化 2.9 2.6

(5) エネルギーの管理 2.2 2.1

(6) 牛乳乳製品の消費の維持拡大 4.3 3.3

(7) 乳の価値向上や可能性の拡大 3.5 3.2

(8) 牛乳・乳製品ロスの削減 2.4 2.4

(9) 日本酪農の生産基盤の強化・維持 4.4 3.5

(10) 有機酪農の推進 1.8 2.1

(11) 循環型酪農の推進 3.2 2.9

(12) 乳牛への抗生物質の使用 2.4 2.7

(13) 日本の酪農乳業の意義と持続可能な取り組みの見える化 2.9 2.9

3.0 3.0

委員全体の平均

平均

マテリアリティ（案）候補

４．マテリアリティ(案)候補について、「マテリアリティマップ」
を用い視覚化し協議し、マテリアリティ(案)を決定
《6月25日第16回戦略ビジョン推進特別委員会》
（１）「横軸」に酪農乳業への影響度、「縦軸」にステークホルダーの

関心度・影響度を取り、点数付けした各課題をプロットする。

（２）「横軸」「縦軸」両方がある一定値を超えたものを「マテリアリ
ティ」（案）として設定。

（３）(2)の一定値は、戦略ビジョン推進特別委員会で協議。一定値は、
「3.0＝影響がある」とした。
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２－3．マテリアリティ設定の手順④の続き(マテリアリティマップによる視覚化)

【マテリアリティ(案)の第1次選定】
■業界への影響及びステークホルダー

の影響が共に3.0を超える９個を選出
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２－4．マテリアリティ設定の手順④の続き(マテリアリティ(案)の再整理)

【再整理の際の留意点】
①9つのマテリアリティ(案)について
・重複や包括する項目を１つにする
・①による名称の変更等を実施
②業界又はステークホルダーの

どちらか一方が3.0を超える項目の考慮
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２－5．マテリアリティ設定の手順④の続き(７つの最終的なマテリアリティ(案)の決定)

業界 SH

１．DSF11評価項目 3.0 3.1 　　社会的要求への対応

(1) 温室効果ガス（温室効果ガス排出量の削減） 3.4 4.1 DSF(1) 温室効果ガス（温室効果ガス排出量の削減）

(2) 土壌養分（施肥等による土壌養分の管理） 2.6 2.5 DSF(6) 労働条件（労働者の安全と権利の確保）

(3) 土壌の品質と保持（最適な生産性が得られるような土壌保全） 2.9 2.4 DSF(7) アニマルケア（AW等に配慮した飼養管理）

(4) 水の利用可能性と水質（水の使用効率と水質の管理） 2.7 2.9

(5) 生物多様性（生物多様性の保全・回復・改善） 1.7 2.1

(6) 労働条件（労働者の安全と権利の確保） 3.6 3.6 　　日本の酪農乳業の根幹的課題への対応

(7) アニマルケア（AW等に配慮した飼養管理） 3.1 3.3 　 　(9) 日本酪農の生産基盤の強化・維持 ※「DSF(10)農村経済」含む

(8) 廃棄物（廃棄物の削減や再利用・再資源化） 2.5 2.9         (1) 安全・安心、良質な牛乳乳製品の安定的な提供 ※「DSF(11)製品の安全性と品質」含む

(9) 市場開発（生産者に対する牛乳乳製品市場の機会と課題の情報提供） 2.9 2.7         (6) 牛乳乳製品の消費の維持拡大 ※「(7)乳の価値向上や可能性の拡大」も含む

(10) 農村経済（農家が持続可能な生産を出来るような乳代の確保） 4.2 3.3

(11) 製品の安全性と品質（牛乳乳製品の安全性と品質の確保） 3.7 4.4

２．DSF11評価項目以外 3.0 3.0 　　見（魅）せる化

(1) （安全・安心、良質な）牛乳乳製品の安定的な提供 3.7 3.9       (13) 日本の酪農乳業の意義と持続可能な取り組みの見える化

(2) 食生活・健康への貢献 2.9 3.5

(3) 地域社会への貢献と阻害 2.8 3.3

(4) 環境変化への適応力の強化 2.9 2.6

(5) エネルギーの管理 2.2 2.1

(6) 牛乳乳製品の消費の維持拡大 4.3 3.3

(7) 乳の価値向上や可能性の拡大 3.5 3.2

(8) 牛乳・乳製品ロスの削減 2.4 2.4

(9) 日本酪農の生産基盤の強化・維持 4.4 3.5

(10) 有機酪農の推進 1.8 2.1

(11) 循環型酪農の推進 3.2 2.9

(12) 乳牛への抗生物質の使用 2.4 2.7

(13) 日本の酪農乳業の意義と持続可能な取り組みの見える化 2.9 2.9

3.0 3.0

整理前のマテリアリティ(案)候補　９つ※ピンク欄
委員全体の平均

平均

最終的なマテリアリティ(案)候補　７つ

国際組織DSFへ報告

※業界、ステークホルダーどちらか一方が3.0点超えである

「(2)食生活・健康への貢献」「(3)地域社会への貢献と阻害」

「(11)循環型酪農の推進」 を含め、業界、ステークホルダ

ーどちらも2.9点の「見える化」をマテリアリティとした。
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２－6．マテリアリティ設定の手順⑤

５．ステークホルダーの代表者にマテリアリティ（案）の妥当性を確認《8月7日日本の酪農乳業のマテリアリティ設定に係る意見交換会》

〇内橋専務（Jミルク）進行のもと、ステークホルダーから、マテリアリティ(案)の
内容に関する率直な意見・感想や、マテリアリティ(案)の推進へ向けてのアドバ
イスをいただき、意見交換を行った。

【出席者】（敬称略）
《ステークホルダー》

①消費生活コンサルタント   鷺 仁子（消費者）
②(一社)全国スーパーマーケット協会 事務局長 村尾 芳久（流通）
③(一社)サステナビリティ経営研究所 代表理事 冨田 秀実（サステナブル全

般）
④農林水産省 畜産局 牛乳乳製品課   乳製品調整官 中坪 康史（行政）

《戦略ビジョン推進特別委員会の代表者》
①森永乳業㈱ 東倉常務執行役員（委員長）
②関東生乳販連 迫田常務（副委員長）
③北海道大学大学院 清水池准教授（有識者委員）

鷺氏 村尾事務局長 冨田代表理事 中坪調整官
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２－7．マテリアリティ設定の手順⑤（続き）
【ステークホルダーからの意見の整理】

（１）７つのマテリアリティについて
大きな異論はない。

（２）マテリアリティの表現について
①「安全・安心」と一緒に使われるが、「安全」と「安心」の意味は違う。
②アニマル「ウェルフェア」の方が一般的な用語。

（３）マテリアリティの目標設定の検討等の際に留意すべき事項について
①「安全」だけではなく、「おいしい牛乳乳製品」であることが大事。
② 「気候変動」に関しては、「（温室効果ガスの）削減」だけではなく「適応」がある。
③労働条件における「賃金」の上昇は重要。

特に被雇用者からの情報（給与・条件等）を収集することは大事。情報収集等の仕組みの検討余地がある。
④飼料自給率も含めた「自給率」を高めることは重要な視点。
⑤農業以外の産業と連携して活性化していくかの視点もあると良い。
⑥流通サイドとしても酪農乳業界と一緒に取り組みが出来たらと思う。
⑦数値化できるものだけを追い求めないように。
⑧Jミルクは既に農水省と一緒に取り組んでいただいており、今後も一緒に取り組んでいただきたい。
⑨農水省の行う基本計画や酪肉基本方針の見直しと歩調を合わせた目標の検討を行っていただければ。

（４）「見える化」（マテリアリティに関する対ステークホルダーコミュニケーション）について
①「見える化」によりどのように消費者に伝えていくかが重要。それが、「業界への信頼・製品への安心の醸成」「業界への理解」「課題への共感」「価値の

創出」「消費拡大」「価格転嫁」等につながる。
②「安全」と「安心」を切り分けて伝えていく、包括的な消費者コミュニケーションが大事。
③何を目指していくか、分かりやすい具体的な言葉に変換して発信することが必要。
⑤消費者も低価格だけを求めるのではなく、業界の現状を理解し酪農家や働く人の経営が成り立つような適正な価格に対する認識を持つ必要がある。
⑥流通業界が酪農乳業界の認識を深めていくことも必要。
⑦アニマルケアについて、遅れている分野も多数ある中で、酪農は比較的進んでいることを、アピールし、消費行動に結びつけていく視点はあり。

（５）その他
①今回マテリアリティ案に入らなかった課題への対応について今後の検討が必要。
②マテリアリティの推進に際して、無理はしないように。
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２－8．マテリアリティ設定の手順⑥

６．ステークホルダーの意見を踏まえたマテリアリティ(案)の協議《8月29日第17回戦略ビジョン推進特別委員会》

■戦略ビジョン推進委員会としての、下記のとおり、文言の修正や留意事項の設定等を実施し、
最終的には11pに記載する７つのマテリアリティ案として決定。
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２－8．マテリアリティ設定の手順⑦

７．マテリアリティの協議・決定《９月18日第２回理事会》

■戦略ビジョン推進委員会が選定した下記の７つのマテリアリティ案について、本日、ご協議いただき、
マテリアリティを決定していただきたい。⇒決定された。

なお、マテリアリティについては、最終的には「目標（KPI・KGI）」を設定し、推進していくこととなる。

（１）日本の酪農乳業の意義と持続可能な取り組みの見える化

（３）アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理

（２）労働者の安全と権利の確保

（１）温室効果ガス排出量の削減

２．社会的要求への対応

（１）日本酪農の生産基盤の維持・強化

（２）安全で安心される良質な牛乳乳製品の安定的な提供

（３）牛乳乳製品の消費拡大

１．日本の酪農乳業の根幹的課題への対応

３．見（魅）せる化

【日本の酪農乳業のマテリアリティ案】
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＜参考１＞戦略ビジョン推進委員会の名簿
１．戦略ビジョン推進特別委員会

注１）区分「生」…生産者側の委員
「処」…乳業者側の委員
「有」…有識者の委員

注２）黄色の欄が、「日本の酪農乳業のマテリアリティ設定に係る意見交換会」の出席者

NO
区

分
氏名 所属 役職

1 生 北守 雄二 ホクレン農業協同組合連合会 酪農部長

2 生 迫田 孝 関東生乳販売農業協同組合連合会 代表理事常務

3 生 永井 清 東海酪農業協同組合連合会 代表理事専務

4 生 植野 光雄 中国生乳販売農業協同組合連合会 代表理事常務

5 生 深松 聖也 全国農業協同組合連合会 酪農部長

6 生 岩本 仁志 全国酪農業協同組合連合会 酪農部長

7 生 寺田 繁 一般社団法人中央酪農会議 事務局長

8 処 土橋 道人 株式会社 明治　 常務執行役員 調達本部長

9 処 東倉 健人 森永乳業株式会社 常務執行役員 調達本部長

10 処 若林 偉彦  雪印メグミルク 株式会社 執行役員酪農部長

11 処 大川 清治 熊本県酪農業協同組合連合会 代表理事専務

12 処 鈴木 信行 よつ葉乳業株式会社 取締役酪農部長

13 処 本郷 秀毅 一般社団法人 日本乳業協会 常務理事

14 有 清水池 義治 北海道大学大学院 農学研究院 基盤研究部門　農業経済学分野 准教授
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＜参考２＞マテリアリティ(案)の候補 [117個の課題]
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＜参考２＞マテリアリティ(案)の候補 [117個の課題]（続き）
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＜参考２＞マテリアリティ(案)の候補 [117個の課題]（続き）※大手乳業のマテリアリティ
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【マテリアリティ候補（全24個）】
（１）DSF11評価項目（担当11個⇒Jミルク事務局11個） （２）DSF11評価項目以外（担当25個⇒Jミルク事務局13個）

注１）赤色フォントは、戦略ビジョン推進特別委員会で課題設定したものに
相当。。

注２）(2)の灰色の課題がJミルクの事務局会議にて削除した項目。青色フォ
ントは修正した部分

＜参考３＞Jミルク事務局段階のマテリアリティ(案)候補の整理
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